
 函館市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。 

  令和５年３月２８日 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

函館市規則第１９号 

   函館市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 函館市都市公園条例施行規則（昭和３４年函館市規則第５号）の一部

を次のように改正する。 

第７条の３中「函館市土木部施設管理課」を「函館市土木部公園河川

管理課」に改める。 

第１３条各号列記以外の部分中「以下」を「第５号および第６号にお

いて」に改め，同条第２号中「休園日は」の後ろに「，市立小中学校の

夏季等における休業日（函館市教育委員会の所管する小学校，中学校お

よび義務教育学校の夏季および学年始における休業日であつて，市長が 

別に定める日をいう。以下この号において同じ。）に当たる期間を除き」 

を加え，同号ただし書中「月曜日」の後ろに「（市立小中学校の夏季等

における休業日に当たる日を除く。）」を，「以下」の後ろに「この号

において」を加え，同条第５号の表中「以下」の後ろに「この表におい

て」を加える。 

別表第２中 

「 

                                                            」 

「 

 

 

 

 
              

千代台公園庭球場 午前６時から午後１０時まで 

 
  
千代台公

園庭球場 

  
人工芝のコー

ト（照明設備

を備えたもの

に限る。）お

よびクラブハ

ウス（放送施 

設１式を除く｡)    

  
午前６時から午後１０時まで 

 

を 



 
                                                              に 

 

 

 

 
            

                                                            」 

改める。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

 
  
人工芝のコー

ト（照明設備

を備えたもの

を除く。）    

   
午前６時から日没まで     

 
  
クラブハウス

（放送施設１

式に限る。）    

   
午前７時から午後５時まで     

 


